
ＬＰガス料金上昇負担軽減事業支援金交付要領 

 

（趣旨）  

第１条 一般社団法人山口県LPガス協会（以下「協会」という。）は、山口県（以下「県」 

という。）からの委託を受け、ＬＰガス料金の上昇による県内の家庭業務用利用者及び産 

業用利用者の負担を軽減するため、ＬＰガス料金上昇負担軽減事業を実施する。 

 

（定義） 

第２条 この要領において「家庭業務用利用者」とは、液化石油ガスの保安の確保及び 

 取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。） 

 第２条第２項に規定する一般消費者等及びガス事業法（昭和29年法律第51号）第３条の 

 登録を受けた者からＬＰガスを燃料として供給を受け、その消費する態様が生活の用に 

供する場合に類似している者（以下「コミュニティガス利用者」という。）をいう。 

２ この要領において「産業用利用者」とは、高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第 

20条の4の届出をした販売業者からＬＰガスを産業用燃料として供給を受ける者をいう。 

３ この要領において「ＬＰガス販売事業者」とは、液化石油ガス法第３条第１項の登録 

を受けた販売事業者又はガス事業法第３条の登録を受けたガス小売事業者であって、家 

庭業務用利用者にＬＰガスを販売する者及び高圧ガス保安法第20条の4の届出をした販売 

業者であって、産業用利用者にＬＰガスを販売する者をいう。  

４ この要領において「ＬＰガス料金上昇負担軽減事業」（以下「軽減事業」という。）と 

は、山口県内の家庭業務用利用者を対象に、県が指定する値引き額 上限1,100円/月（消 

費税額等を含む。）を各家庭業務用利用者の令和５年９月検針分から同年１１月検針分ま 

で最長３箇月分の値引きを行ったＬＰガスの販売事業者に対して、その値引き原資を支 

援金として交付する事業及び山口県内の産業用利用者（大企業及びタクシー事業者を除 

く。）を対象に、令和5年9月購入分から11月購入分までのＬＰガス購入量に応じ、１㎥当 

たり22円（消費税額を含む。）若しくはプロパン１kg当たり11円（消費税額を含む。）又 

はブタン１kg当たり7.8円（消費税額を含む。）を令和5年9月から同年11月まで最長３箇 

月分の値引きを行ったＬＰガス販売事業者に対して、その値引き原資を支援金として交 

付する事業をいう。 

 

（支援金交付対象事業及び支援金の額）  

第３条 支援金交付対象事業は、前条第４項に定める値引きとする。 

２ 支援金の額は、次のとおりとする。 

（１）家庭業務用利用者に対する支援金の額  

令和５年９月検針分から１１月検針分までの請求月ごとに、１契約につき 1,000 円 

（請求額（消費税額等を除く。）が 1,000 円未満の場合にあってはその額）とする。 

（２）産業用利用者に対する支援金の額 

令和５年９月購入分から１１月購入分までのＬＰガス購入量に応じ、1㎥当たり20円 

若しくはプロパン１kg当たり10円又はブタン１kg当たり7.1円とする。 



（３）販売所等事務手数料の額 

  ア 令和５年９月検針分から１１月検針分まで計３回値引きをした場合は、11月値引き 

件数に応じて次表の金額とする。 

11 月値引き件数 販売所等事務手数料 

400 件未満 10,000 円+値引き件数×100 円 

400 件以上 一律 50,000 円 

イ 令和５年９月検針分から１１月検針分まで 1回又は２回値引きをした場合は、1回 

当たり 5,000 円とする。 

 

（支援対象者） 

第４条 支援金を交付する対象者(以下「支援対象者」という。)は前条で定める支援金交

付対象事業を行うＬＰガス販売事業者の内、以下に定める要件を全て満たすものをい

う。 

（１）過去２年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 

 （２）過去６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 

 （３）次の申立てがなされていないこと。 

   ア 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始 

の申立て  

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条に基づく更生手続開始の申立て  

ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づく再生手続開始の申立て 

（４）債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競 

売開始決定が なされていないこと。  

（５）県税その他の租税を滞納していないこと。 

（６）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でない 

こと。  

（７）この要項による支援金の交付を受けていないこと。  

（８）関係法令や基準等を遵守すること。  

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者には、支援金の交付をしないものとする。 

（１）政治活動又は宗教活動が主たる目的の組織又は団体  

（２）山口県暴力団排除条例（平成 23 年山口県条例第 36 号。以下「条例」という。）  

  第２条第１号又 は第３号に規定する者（以下「暴力団等」という。） 

（３）代表者又は役員等のうちに条例第２条第３号に規定する者又は暴力団等と社会的に 

   非難されるべき関係を有している者がある事業者  

（４）暴力団等が実質的に経営を支配する者  

（５）その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者  

 

（支援金の交付申請） 

第５条 支援対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、交付申請書（様式１）を 

協会に提出しなければならない。  

２ 提出期限は別に定める。 



（交付決定通知）  

第６条  協会は、前条第１項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請書 

の内容を審査し、適正であると認めるときは支援金の交付を決定し、交付決定通知書 

（様式２）により通知する。  

２ 協会は、交付の決定に当たって、必要な条件を付すことができる。  

 

（支援金交付対象事業の辞退） 

 第７条  支援対象者は、前条第１項の交付決定通知を受けた後、支援金交付対象事業を辞

退しようとするときは、事前に協会へ申し出て、承認を受けなければならない。 

 

（支援金交付対象事業の経理等）  

第８条 支援対象者は、支援金交付対象事業における帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の 

事業と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならな 

い。 

２ 県及び協会は、支援対象者から必要に応じて報告を求めることができ、また、その報 

告について調査することができる。 

 ３ 協会は、支援対象者が本要領の規定に違反した場合又は不正な申請を行った場合は、 

支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 支援対象者は、前項により支援金の交付決定が取り消された場合は、当該取り消しの

通知から２０日以内に支援金を返還しなければならない。支援金の返還期限内に納付が

ない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95％の割

合で計算した延滞金を徴する。  

５ 支援対象者は、第１項の帳簿及び証拠書類を支援金の交付を受けた年度の翌年度から 

５年間保存しておかなければならない。 

  

（申請内容の変更）  

第９条  支援対象者は、支援目的の変更をもたらす申請内容の変更をしようとする場合 

は、事前に協会に申し出て、承認を受けなければならない。  

 

（実績報告） 

 第１０条  支援対象者は、支援金交付対象事業が完了（支援金交付対象事業の辞退の承認 

を受けた場合を含む。）したときは、協会が別に定める日までに実績報告書兼精算払請求 

書（様式３）を協会に提出しなければならない。 

  ２ 実績報告書兼精算払請求書に添付する書類は次のとおりとする。  

（１）家庭業務用利用者値引き実施一覧（様式４） 

（２）産業用利用者値引き実施一覧（様式５） 

（３）値引き額が1万円以上の産業用利用者の場合は、値引の事実が確認できるもの 

３ 支援対象者は、第１項の実績報告に当たっては、値引き額から消費税等仕入控除税額 

を減額して報告しなければならない。 

 



 （支援金額の確定及び支払い）  

第１１条  協会は、前条第１項により実績報告書が提出された場合、その内容について審 

査を行い、適正と認めたときは、支援金の額を確定し、支援金額確定通知書（様式６） 

により支援対象者に通知するとともに、通知の日から60日以内に指定の口座に支払う。 

  

（支援金の概算払い）  

第１２条  支援対象者は、支援金交付対象事業の確実な実施のため、概算払請求書（様式 

７）に概算払請求金額計算用紙（様式８）を添えて、協会が別に定める提出期限までに 

提出しなければならない。 

 ２ 概算払金額は、前項の概算払請求金額計算用紙により算出した額とする。 

 ３ 協会は、提出された概算払請求書を審査し、適正と認めた日から６０日以内に指定の 

口座に支払う。 

 

（不正利用の防止）  

第１３条  支援対象者は、不正利用防止のために、不正利用を排除するための措置を講じ 

なければならない。 

 

（誓約事項及び同意事項）  

第１４条  支援対象者は、別記１～３について支援金の交付申請前に確認しなければなら 

ない。また、支援金交付申請書の提出をもってこれに誓約又は同意したものとする。 

 

 （その他）  

第１５条  この要領に定めるもののほか、軽減事業の実施に関し必要な事項は、県と協会

が協議の上、定めるものとする。 

 

附則 この要領は令和５年７月１２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 








